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海陽町熱中症対策指定暑熱避難施設募集要項 
 

１．目的 

  本要項は、国の熱中症対策実行計画に基づき、町民等のために暑さをしの

ぐ避難場所として開放する指定暑熱避難施設（以下「クーリングシェルター」

という。）を募集するため定めるものである。 

 

２．募集施設 

（１）町内の民間施設 

（２）町内の公共施設 

 

３．要件 

クーリングシェルターは次の要件を満たすものとする。 

（１）町からクーリングシェルターの指定を受けるにあたり同意できること 

（様式１） 

（２）町と「海陽町気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定書」 

（様式２）を締結し、その内容を履行できること。 

 

４． 応募方法 

  「海陽町熱中症対策指定暑熱避難施設申込票」と「海陽町熱中症対策指定暑

熱避難施設同意書」を海陽町子どもあゆみ保健課にメール又は郵送で提出す

る。 

 

５．応募先 

郵便番号 775-0302 

住  所 徳島県海部郡海陽町奥浦字新町 44 

宛  名 海陽町役場 子どもあゆみ保健課 

電  話 ０８８４－７３－４３１３ 

 E-mail  kodomoayumihoken@kaiyo-town.jp 

 

６． 応募期間 

  随時受け付けます。 


